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１ 計画策定の趣旨 

これまで本市では、第５次総合計画に示した都市像「みんな輝き 幸せ感じる 健康都市」の実現

に向けた様々な取組を展開しており、教育の分野では、平成２４年に「心身ともに健康で知恵と愛を

もつ児童生徒の育成」を基本理念とする「大府市教育振興基本計画」を策定して学校教育を推進し

てきました。 

２１世紀は、新しい知識・情報・技術が、政治・経済・文化をはじめ、社会のあらゆる領域での活

動の基盤として飛躍的に重要性を増す「知識基盤社会」の時代と言われています。このような時代

においては、社会生活を営むための知識と共に、一人一人が個性を発揮し、困難な場面や新たな課

題に出会っても、それを解決し乗り越え未来を切り開いていく力が求められています。そのために

必要となるのは、感動する心や他人を思いやる心などの「豊かな人間性」、より良く問題を解決す

る資質や能力などの「確かな学力」、たくましく生きるための「健康・体力」からなる「生きる力」

です。このような力をバランスよく育むために、教育の果たす役割は一層重要になってきています。 

こうした中で、第１期計画が平成２８年度末に終了することから、平成２９年度を初年度とする第２

次大府市教育振興基本計画を策定しました。本計画は、基本的な考え方や方向性については第１期

計画を踏襲しつつ、時代の経過や施策の拡充等を反映させたものです。 

平成２６年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、平成２７年４月１日か

ら新しい教育委員会制度がスタートしました。この法改正の趣旨は、教育の政治的中立性、継続性、

安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長と教

育委員会との連携強化を図るというもので、教育の基本理念や施策の方向性を教育大綱として、市

長と教育委員会で構成する「総合教育会議」において協議・調整をして市長が策定するものとされ

ています。本市においても、総合教育会議を開催し、大綱の策定に向けて検討を重ね、その結果を

本計画中に「教育大綱」として位置付けました。 

また、本市では幼稚園・保育園・児童(老人福祉)センター・小中学校が連携して教育を進める「幼

保児小中連携教育」を平成１８年から継続しており、これを「きらきら教育」と呼んでいます。そこ

で、これまでの積み上げを活かしながら、さらに充実した実践が展開されることに期待を込めて副

題を「きらきら輝く子どもの笑顔のために」としました。 
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２ 計画の位置付け 

  本計画は、「第５次大府市総合計画」を上位計画とし、教育基本法第１７条第２項の規定による「教

育振興基本計画」として位置付けるとともに、本計画の第２章「大府市の教育が目指す方向」を、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に規定する「大綱」として位置付けます。 

  なお、本市の教育を支えるその他の計画として「大府市生涯学習プラン２０１７」「大府市スポー

ツ推進計画」「大府市文化振興指針２０２０」「大府市子ども読書活動推進計画」があり、各計画と

の連携を図りながら、総合的かつ一体的に教育振興を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

  本計画は、平成２９年度(２０１７年度)から第５次大府市総合計画の終期である平成３２年度(２０２０

年度)までの４年間とします。 

年  度 
2015 

平成 27年度 

2016 

平成 28年度 

2017 

平成 29年度 

2018 

平成 30年度 

2019 

平成 31年度 

2020 

平成 32年度 

本 計 画 
第２次大府市教育振興基本計画(平成２９年度～３２年度) 

 

関連計画 

第５次大府市総合計画(平成２２年度～３２年度) 

 

あいちの教育ビジョン２０２０(平成２８年度～３２年度) 

 

国：第２期教育振興基本計画（平成２５年度～２９年度） 

 

 

 

 

                  

第５次大府市総合計画 

 大府市生涯学習プラン 2017 

 大府市スポーツ推進計画 

 大府市文化振興指針 2020  

 大府市子ども読書活動推進計画  

第 2次大府市教育振興基本計画 
2017～2020 
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１ 基本理念 

 学校教育では、子どもたちが共に学び、楽しく学校生活を送ることを通して、夢や希望をもち、

生涯にわたりその実現に向けて努力する態度や能力の基礎を育むことが大切です。 

 近年、情報化や国際化、尐子高齢化や一人親家庭の増加、また、経済低迷に伴う厳しい労働雇用

の状況など、子どもたちを取り巻く社会情勢の変化につれて、保護者の価値観やライフスタイルが

変化し、地域の人と人のつながりも希薄化しています。こうした変化を反映して、学力や生活習慣

等に様々な課題が生まれています。 

 こうした背景から、本市では子どもたちが自ら学び、自ら考える力を育むことを基本として、知・

徳・体のバランスのとれた教育を展開し、「確かな学力、豊かな心、健やかな体」(＝「生きる力」)

を育むことを目指して学校教育を進めてきました。今後はさらに、学ぶことと社会とのつながりを

意識し、「何を教えるか」という知識の質・量の改善に加え、「どのように学ぶか」という学びの質

や深まりを重視することが必要であり、また学びの成果として「どのような力が身に付いたか」と

いう視点の評価も重要になってきます。 

 本市は第 1次総合計画から「健康都市」の実現をまちづくりの基本的な理念に掲げており、昭和

６２年３月には「健康づくり都市」宣言を行いました。これを受け、学校教育においても一貫して健

康づくり教育に力を注いできましたが、子どもたちの健康課題が深刻化、多様化している現在の状

況にあって、改めて心身ともに健康で活力ある子どもを育成することが重要であると認識していま

す。自らの学習を通して心身の健康の大切さに気付き、環境や生活行動を主体的に改善し、自立的

な健康づくりができるようにすることは、生涯にわたる健康の実現につながるものです。 

 本市の学校教育は「心身ともに健康で知恵と愛をもつ児童生徒の育成」を基本理念に掲げて展開

してきましたが、これまで述べてきた時代の要請を踏まえたとき、改めて本市の基本理念を継続・

発展させていくことの重要性に気付きます。そこで、本計画における基本理念とめざす子どもの姿

を次のとおりとします。 

第２章 大府市の教育が目指す方向 〔教育大綱〕 

≪基本理念≫ 心身ともに健康で知恵と愛をもつ児童生徒の育成 

＜めざす子どもの姿＞ 
○４つの柱 

・命を大切にし、思いやりのある言葉遣いや行動のできる子ども【徳育】 

・自分や他人の良さを認め、夢や希望をもち自ら学ぶ子ども【知育】 

・健康の大切さを知り、より良い生活習慣を身につける子ども【体育】 

・社会のルールやマナーを身に付け、地域と共に心豊かに生きる子ども【協働】 

○２つの土台 

  ・幼保児小中連携教育（きらきら教育）の推進 

 ・教育環境の充実 
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２ 基本理念を実現するための施策の方向性 

 (1) 命を大切にする豊かな心の育成に努めます 

家庭、地域の教育機能の低下、社会体験や自然体験の不足など子どもたちを取り巻く環境は大

きく変化し、規範意識の低下、基本的な生活習慣、人間関係を築く力の不足や集団生活を通した

社会性の育成が不十分であるなど、心に関わる課題も指摘されています。さらに、自分に自信が

もてず、学習や将来の生活に対して無気力になったり不安を感じたりするなどの問題も指摘され

ています。こうした中、子どもたちの心のＳＯＳを見逃さない指導体制と合わせ、自他の命を大

切にする「いのちの教育」を意図的・計画的に進めることが大切です。 

 そのために、一人一人が互いに違いを認め、尊重し合い、それぞれの良さや可能性を発揮して

自己実現を図りながら、教師と共に信頼し合い、共感し合って温かい人間関係を作る教育活動を

展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「何を知っているか・何ができるか」という学力観に加え「知っていること・できることをど

う使うか」が大切であり、その力を活かして、どのように社会や世界と関わり、より良い人生を

送るかが問われる時代です。ＩＣＴ機器を有効活用した協働学習(※１)を進め、教育大綱で示した

「めざす子どもの姿」を具現化するため、一人一人の個性や能力に応じたきめ細かな教育の充実

に取り組みます。 

また、経済的困窮を理由に学ぶ機会が制限されることのないよう支援したり、特別支援教育や

外国人児童生徒への支援をきめ細かく行ったりするなど、個人の置かれている状況や特性に応じ

たきめ細かい教育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 個に応じたきめ細かな教育を充実し、一人一人の個性や可能性を伸ばします 

 

①命の大切さを実感させる教育の推進 

②道徳教育の推進 

③人権教育の推進 

④いじめ・不登校・虐待への対応 

⑤福祉教育の推進 

 

①確かな学力の育成 

②ＩＣＴ教育(※２)の推進 

③個を大切にした教育の充実 

④キャリア教育の推進 

⑤経済的困窮児童生徒への支援の充実 

⑥特別支援教育・教育支援の充実 

⑦多文化共生社会の実現に向けた教育の推進 
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 (3) 健やかな体を育む教育を充実し、たくましく生きる力を育てます 

健康課題が深刻化、多様化しており、心身ともに健康で活力ある子どもを育成することが一

層重要になっています。学習を通して健康の大切さに気付き、環境や生活行動を主体的に改善

し、自立的な健康づくり・体力づくりができるようにすることは「健康都市おおぶ」の担い手

を育てる意味からも重要です。 

   また、社会の変化を背景に子どもたちの食生活のあり方も大きく変化してきています。健康

教育の一環として、「大府市小中学校食育推進の指針」を活かした食に関する指導を計画的・

継続的に進め、教育委員会・学校・家庭が連携して望ましい食習慣や実践力を養います。 

 

 

 

 

 

 

 

小中学生は、将来の大府市を担うことが期待される「小さな市民」と言えます。そんな子ど

もたちに郷土を愛し、郷土の発展に関わろうとする態度を育成するためには、地域の歴史や課

題を正しく理解するとともに、多様な集団や組織と関わり、心の結びつきや信頼感の中で主体

的な学びを進め、協働する活動を積極的に取り入れることが求められます。 

また、防災・安全・環境などの身近な課題についても、知識を得るだけでなく、得た知識を

日常の生活に積極的に生かそうとする主体的な態度が求められます。 

身近な地域社会の課題に対して関心をもち、その解決のために積極的に行動しようという意

欲を育み、自らが社会づくりの主体であるという自覚と行動力の育成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 協働学習 

   学習者が相互に協力しながら、共通の目標や課題の達成を目指す学習。  

 

※２ ＩＣＴ教育 

   Information and Communication Technology の略。学校教育の場に情報通信技術(ICT)を活用すること。

具体的には、電子黒板やノートパソコン、タブレット型端末などを用いた教育を指すことが多い。 

(4) 郷土を愛し、社会に進んで貢献しようとする態度を育てます 

 

①健康づくり教育の推進 

②体力づくりの推進 

③食育の推進 

 

①郷土を愛する心の育成 

②青少年健全育成の推進 

③防災・安全教育の推進 

④環境教育の推進 

https://kotobank.jp/word/unica-1256994
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 (5) 幼保児小中連携教育（きらきら教育）を進めます 

子どもたちが心身ともに健やかに育つことは社会全体の願いです。教育の目的は子どもたちの 

育ちや学びを促し、その成長を支援することです。そのために、幼児教育、小学校教育、中学校

教育に関わる者はもちろん、家庭や地域社会の大人たちも互いに協力・連携し合うことが必須で

す。本市では平成１８年に幼保児小中連絡会議が組織されました。そして平成２４年には「大府市

幼保児小中連携教育の指針」（きらきら）がまとめられました。ここでは、大府市の子どもに身

に付けてほしい力を１０項目の「きらきら１０(テン)」としてまとめ、基本的生活や生きる力を段

階的に身に付けさせるための計画を系統表にまとめました。本市では、こうした連携教育の取組

を「きらきら教育」と呼んでいます。 

 きらきら教育は本市の教育の大きな特色であり、着実に成果を収めています。しかし、スター

トから１０年が経過し、取組方法についての課題も明らかになりつつあります。そこで、幼保児小

中の連携のあり方や、家庭・地域への働きかけなど、一層の成果が期待できる取組を点検し改善

します。 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 豊かな学びを支える教育環境を充実します 

   活力があり、信頼される学校教育を進めるためには、校長のリーダーシップのもと、保護者

や地域住民の意見や要望を反映させ、それぞれの地域の特色を活かした創意工夫ある学校づく

りを進めることが重要です。子どもたちが安全で快適な環境のもとで学習を進めることができ

るために、施設・設備を計画的に整備していくことが求められます。また、学校教育の充実は、

その直接の担い手である教職員の資質能力に負うところが極めて大きく、これからの教職員に

は、社会や経済が目まぐるしく変動するなか、多くの課題に的確に対応する力が今以上に求め

られています。 

国が目指す「次世代の学校・地域」の考え方である「教育課程を介して地域社会とつながる

学校」となるよう、学校運営において地域との連携や協働の推進を進めながら、豊かな学びを

支える教育環境を充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①特色ある学校づくり 

②安心・安全な学校づくり 

③教育施設・環境の整備 

④教職員の資質向上 

⑤教職員の多忙化解消支援 

①幼稚園・保育園・児童（老人福祉）センター・小中学校の連携 

の充実 

②保護者や地域との協働 
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●計画全体の構成 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施   策 具体的な事業（＊は市長部局事業） 

命
を
大
切
に
す
る
豊
か
な
心
の
育
成
【
徳
育
】 

 
 

 
 

 

(1)命の大切さを実感させる 
教育の推進 

・セルフディフェンス講座  ・中学生への心肺蘇生法実技指導支援 * 

・０歳児を持つ親の交流会への中学生参加 * 

(2)道徳教育の推進 ・豊かな心を育てる活動推進事業  ・読書活動推進 

・体験活動を活かした道徳教育の実践 

・道徳の教科化に向けた対応 

(3)人権教育の推進 ・発達段階に応じた人権教育の実践  ・人権教室 * 

・男女共同参画の推進 *  ・一日人権擁護委員委嘱 * 

・発達段階に応じた性教育の実践  ・人権週間啓発活動 * 

(4)いじめ・不登校・虐待への対応 ・大府市いじめ防止基本方針作成  ・適応指導推進会議の充実 

・心の教室相談員配置     ・大府市不登校事例研究会活動 

・適応指導教室(レインボーハウス)との連携 

・適応指導教室へのスクールカウンセラー配置・拡充 

・要保護児童対策地域協議会 *     ・児童虐待防止シンポジウム *   

(5)福祉教育の推進 ・福祉実践教育プログラムの作成と実践  ・福祉実践教室 

・社会福祉協議会との連携、協働 

第３章 施策の展開 

 

 

幼保児小中連携教育(きらきら教育)の推進 

施策の 

方向性 

施
策
の
方
向
性 

基
本
理
念 

個
に
応
じ
た 

教
育
の
推
進 

命
を
大
切
に
す
る 

豊
か
な
心
の
育
成 

【徳育】 【知育】 

教育環境の充実 

社
会
に
貢
献
し
よ
う 

と
す
る
態
度
の
育
成 

【協働】 

健
康
・
体
力 

づ
く
り
の
推
進 

【体育】 

め
ざ
す
子
ど
も
の
姿 
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個
に
応
じ
た
教
育
の
推
進
【
知
育
】 

(1)確かな学力の育成 ・全国標準学力検査及び全国学力学習状況調査の分析と対応  

(2)ＩＣＴ教育の推進 ・ＩＣＴ教育環境の整備  ・ＩＣＴ機器を活用した協働学習の展開 

・情報モラル教育の推進 

(3)個を大切にした教育の充実 ・尐人数指導  ・スクールライフサポーター等の支援員の配置 

(4)キャリア教育の推進 ・発達段階に応じたキャリア教育  ・中学校職場体験活動事業 

・進路指導事業  ・２分の１成人式 

(5)経済的困窮児童生徒への支援 
の充実 

・就学援助費の支給拡充  ・奨学金の支給  ・学習支援 * 

(6)特別支援教育・教育支援の充実 ・教育支援体制の充実 ・個別の教育支援計画「すくすく」の活用 

・特別支援教育展(わくわく展)の開催 ・特別支援学級補助員の配置 

・通常学級特別支援員の配置 

(7)多文化共生社会の実現に向けた 
教育の推進 

・中学生海外派遣事業  ・小学生都市間交流事業   

・外国語指導助手(ＡＬＴ)の配置  ・国際理解教育の推進 

・日本語指導員の派遣  ・外国人児童生徒のための翻訳文書作成 

・外国人児童生徒の就学への支援 *  ・日本語教室 * 

健
康
・
体
力
づ
く
り 

 
 

 

の
推
進
【
体
育
】 

(1)健康づくり教育の推進 ・健康賞の授与 ・フッ化物洗口 ・良い歯の子表彰 

・健康づくりチャレンジの実施 * ・学校保健会との連携 

(2)体力づくりの推進 ・体力･運動能力調査の実施･分析･対応  ・部活動指導事業 

・小学校陸上競技大会 ・中学校部活動への指導者派遣 

・大府市スポーツ推進計画の実践 * 

(3)食育の推進 

 

・自校調理方式による給食提供  ・学校給食懇談会開催  

・大府市小中学校食育推進の指針実践  ・給食教室開催 

・計画的な給食室増改築  ・給食調理員研修 

・食物アレルギー対応給食調理員の配置 

・こども料理コンクール「ビストロおぶちゃん」の実施 * 

社
会
に
貢
献
し
よ
う
と 

す
る
態
度
の
育
成
【
協
働
】 

(1)郷土を愛する心の育成 ・小中学生ボランティアの地域行事参加 ・世代間交流事業の推進(寿大学等) * 

・こどものまちの開催 * ・総合的な学習における外部講師の活用  

・主権者教育の推進 

(2)青尐年健全育成の推進 ・放課後児童健全育成事業 * ・生徒指導推進事業 ・青尐年健全育成 * 

・大府市青尐年問題協議会及び各専門部会との連携  

・「くちなし便り」による家庭教育支援 

(3)防災・安全教育の推進 ・交通安全教室 *   ・交通安全子供自転車大会参加 *   

・防災講演会 *  

・地域防災スクール事業(ぼうさいスクール、ぼうさい体験ラリー) * 

・地域総ぐるみ防災訓練への中学生参加 

(4)環境教育の推進 ・環境学習出前講座 *  ・地域清掃活動参加 ・児童農業体験活動 * 

・小中学校野外活動  ・ＦＢＣ活動【東山小・共和西小・石ヶ瀬小】 

幼
保
児
小
中
連
携 

 

教
育
の
推
進 

(1)幼稚園・保育園・児童（老人福
祉）センター・小中学校の連携
の充実 

 

・幼保児小中連絡会議  ・中学校区幼保児小中連携委員会 

・市内一斉あいさつ運動 ・園児、児童・生徒の交流活動促進 

・授業参観等を通した教職員の交流促進  ・あいさつ運動の励行 * 

・「幼保児小中連携教育の指針」（きらきら）の見直し 

(2)保護者や地域との協働 ・義務教育推進協議会による検討  ・きらきらチャレンジ推進 

・きらきら教育の啓発 ・ＰＴＡ活動との連携 

・地域ネットワーク会議 ・家庭教育講座 * 

教
育
環
境
の
充
実 

(1)特色ある学校づくり ・学校評価の活用  ・学校評議員制度の実施 

・ホームページや学校だよりによる教育活動の発信 ・研究指定推進事業 

(2)安心・安全な学校づくり ・学校危機管理マニュアルの見直し ・学校メルマガによる情報提供 

・学校防災体制の整備  ・災害対策支部総点検 * 

・校区安全マップの作成 ・交通指導員の配置 * 

・地震・風水害など災害に対する避難訓練  ・養護教諭補助員の配置   

(3)教育施設・環境の整備 ・計画的な学校施設整備  ・緑の基本計画の推進 * 

(4)教職員の資質向上 ・今日的課題に対する教員研修の充実 ・現職教育事業   

・教育研究発表会  ・大府市教職員研修事業 

・アクティブラーニングの考えを取り入れた授業改善 

(5)教職員の多忙化解消支援 ・教職員安全衛生委員会の開催  ・学校産業医による巡回指導 

・教職員メンタルヘルス相談  ・教職員ストレスチェック 

・地域ボランティアやＮＰＯなどによる学校支援 
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１ 命を大切にする豊かな心の育成 

 (1) 命の大切さを実感させる教育の推進 

尐子化、都市化、情報化等の社会の急激な変化は、子どもたちに様々な影響を与えています。

例えば、核家族化の進行によって、命に関わる大事な場面に触れる機会が尐なくなっており、

多くの子どもたちにとって、生や死のもつ意味について考える機会や、人の命の有限さや、か

けがえのなさを理解する機会が減り、命を実感としてとらえる場が失われてきています。 

また、都市化に伴う連帯感の希薄化や地域の教育力の低下、子どもたちの遊びの形態の変化

等を背景に、子どもたちの倫理観や社会性が不足していることも指摘されています。人とのふ

れあいは摩擦やわずらわしさの原因になると感じ、人とうまく関わることができない子どもた

ちが増えてきているとも言われます。 

こうした実態を踏まえ、子どもたちに自他の命を大切にすることは、時代を超えても変わら

ないものであることをより深く理解させるとともに、命を尊ぶことのできる豊かな人間性を育

むために、「命の大切さ」を実感させる教育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 (2) 道徳教育の推進 

平成２７年、学校教育法施行規則の一部を改正する省令が公布、学習指導要領の一部改正が告

示され、「道徳」は「特別の教科である道徳」と改められ、小学校は平成３０年度、中学校は３１

年度から検定教科書を使った道徳の教科化がスタートします。そのため、これまでの道徳教育

の質的転換を図りつつ、一層の充実を果たしていかなければなりません。 

平成２８年度に実施した全国学力・学習状況調査(以下「全国調査」という)の結果によると、

「自分には良いところがあると思うか」という問いに、「あてはまる」と「どちらかといえば

あてはまる」を合わせた割合は、全国平均が小学６年生７６．３％、中学３年生６９．３％に対して、

本市は小学生が７５．６％、中学生が７３．４％でしたから、自己肯定感は小学生は全国平均とほぼ

同程度、中学生は全国平均を上回っているという結果が得られました。また、「学校のきまり

を守っているか」の問いに対して肯定的に回答した割合は、全国平均が小学生９１．５％、中学

生９４．７％に対して、本市は小学生９３．０％、中学生９６．４％でしたから、規範意識はほぼ全国水

準という結果でした。<P28 資料 2> 

こうした実態調査の結果を活用して、大府市の子どもの優れている点や強化したい点を明ら

かにしながら、計画的・系統的な道徳教育を推進します。 

 

 

 

 

 

【具体的な事業】 

 ・セルフディフェンス講座   

・中学生への心肺蘇生法実技指導支援 * 

・０歳児を持つ親の交流会への中学生参加 * 

 

【具体的な事業】 

・豊かな心を育てる活動推進事業   ・読書活動推進 

・体験活動を活かした道徳教育の実践 ・道徳の教科化に向けた対応 
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 (3) 人権教育の推進 

   一人一人が互いに違いを認め、尊重し合い、温かい人間関係を形成するためには人権尊重の

精神を培い、差別や偏見のない地域社会づくりを進めていかなければなりません。そしてその

基礎をつくるために学校教育が果たす役割は重要です。 

   しかし、現実には人権に関する問題は多岐にわたっており、障がい児(者)、女性、外国人、

高齢者などに加え、近年では性的指向を理由とする差別など、人権をめぐる課題の背景や経緯

は様々です。さらに子どもたちの間の、いじめやインターネットを使った個人への中傷など、

人権侵害となる報道もしばしば見受けられることから、学校では、日々の教育活動全体を通し

て人権教育を実践するとともに、人権について考える大切な機会として、毎年１２月の人権週間

に合わせて様々な取組を行っています。今後はさらに一層、教職員の人権意識も高めながら、

人権尊重の精神を育てる教育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) いじめ・不登校・虐待への対応 

全国調査で「いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思うか」の問いに「あては

まる」「どちらかといえばあてはまる」を合わせた割合は、全国平均の小学６年生９６．６％、中

学３年生９３．６％に対して、本市は小学生９６．５％、中学生９１．５％でした。<P28 資料 2> 

   こうした実態をふまえ、従来行ってきた取組に加え、きらきら教育の一層の充実を図り、子

どもたちが明るく楽しい気持ちで学校に足が向くよう取組を進めます 

また、本市の不登校児童生徒数[※１]の実態は、平成２３年度からの２７年度までの５年間で、

１１１人、１１７人、９２人、１２２人、１１３人と推移しています。これを、出現率（1000 人当たりの

不登校児童生徒数）で比較してみると、小学校はほぼ全国並みですが、中学校はやや高めの傾

向が示されています。<P28 資料 3> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 丌登校児童生徒数 

   欠席日数が１年間で３０日以上ある児童生徒のうち、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・

背景により、児童・生徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況にある者で、病気や経済的な理由に

よる者を除いたもの。 

【具体的な事業】 

 ・発達段階に応じた人権教育の実践    ・人権教室 *   

・男女共同参画の推進 *    ・一日人権擁護委員委嘱 * 

・発達段階に応じた性教育の実践  ・人権週間啓発活動 * 

【具体的な事業】 

 ・大府市いじめ防止基本方針作成  ・適応指導推進会議の充実   

・心の教室相談員配置       ・大府市丌登校事例研究会活動 

・適応指導教室(レインボーハウス<P29 資料 4>)との連携 

・適応指導教室へのスクールカウンセラー配置・拡充 

・要保護児童対策地域協議会 * 

・児童虐待防止シンポジウム * 
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(5) 福祉教育の推進 

「福祉」は、「『ふだんの くらしの しあわせ』を実現させる営み」であるとも言われ、「自分

の幸せ」と共に「他の人の幸せ」も大切にすることが求められます。つまり、「福祉」とは、自

分だけでなく、周りの人のことも大切に思い、一人一人それぞれの人の考え方、生き方を尊重し、

「共に生きる力」を培うことであると言えます。 

年尐者も高齢者も、障がいのある人もない人も、国籍や言葉の異なる人も、すべての人々が誇

りをもち、心豊かで幸せな生活を送ることができるようにすることが福祉教育の目指すところで

す。言い換えると、福祉教育は、全ての人がかけがえのない存在として尊ばれ、差別や排除され

たりすることなく社会生活の中で共に支え合い、一人一人が生きる喜びを感じることができるよ

う、「共に生きる力」を育むことを目標とした教育でもあります。 

そのために、学校が地域社会と連携しながら、子どもたちが互いに人間的に成長し合えるよう

に取組を進めていくことが重要です。社会福祉協議会と連携して作成した福祉実践教育プログラ

ムをもとに、子どもたちが、障がい者や高齢者などとの出会いやふれあい体験などを通じて、生

命の尊厳や人間の生き方について学び、それぞれの立場や心情を思いやり、互いに支え合うこと

の素晴らしさに触れることができる福祉教育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 個に応じた教育の推進 

(1) 確かな学力の育成 

変化の激しいこれからの社会を生きる子どもたちには、確かな学力を育成することが重要で

す。確かな学力とは、知識や技能に加えて、自分で課題を見付け、自ら学び、主体的に判断し、

行動し、よりよく課題解決する資質や能力などを含めた力です。体験的・問題解決的な学習を

積極的に取り入れた指導の工夫・改善を通して確かな学力を育成します。 

また、各教科における基礎的・基本的な知識や技能の確実な習得を図るとともに、習得した

知識や技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力などを育成します。

自らの考えや思いを整理し、まとめ、表現するために必要となるのは言語に関する力です。国

語を始めとする各教科で、その特質に応じて記録、説明、批評、論述、討論などの学習活動を

充実させ、文章や資料を読んだ上で知識や経験に照らして自分の考えを整理し、表現するなど

の言語活動を充実させていきます。このようにすることで、子どもたちの内面にある言葉の世

界を押し広げ、自らの考えを深めることにつなげていきます。 

 

 

 

 

 

【具体的な事業】 

 ・福祉実践教育プログラムの作成と実践   ・福祉実践教室 

 ・社会福祉協議会との連携、協働 

【具体的な事業】 

 ・全国標準学力検査及び全国学力学習状況調査の分析と対応<P29 資料 5> 
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(2) ＩＣＴ教育の推進 

教育におけるＩＣＴ(情報通信技術)の活用は、子どもたちの学習への興味・関心を高め、分

かりやすい授業や子どもたちの主体的・対話的で深い学び[※１]を実現する上で効果的です。

その結果、一人一人の子どもたちの能力や特性に応じた「個別学習」や、子どもたちが教え合

い学び合う「協働学習」の効果的な実施が可能になります。さらに、特別な支援を必要とする

子どもたちに対して、障がいの状態や特性などに応じて活用することは、各教科や自立活動な

どの指導においても極めて有用です。 

近年、ＩＣＴ機器はその便利さから驚く速さで社会に普及しています。将来の大府市を担う

子どもたちが、ＩＣＴ機器を有効に活用できるようにするために、ＩＣＴリテラシー[※２]を

高めていく必要があります。 

また、自分自身の行為によって、情報がネットワークを介して瞬時に世界中に伝達され、予

想しない影響を与えてしまうことや、対面のコミュニケーションでは考えられないような誤解

を生じる可能性も尐なくありません。このような情報社会の特性を理解し、適切な振る舞いが

できるよう、計画的な情報モラル教育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

  

(3) 個を大切にした教育の充実 

子どもたちの個性や可能性を伸ばしていくことが教育の営みです。そこで大切なのは、尐人

数の指導に加え、個々の子どもたちに寄り添いながら、学習や生活への意欲と自信を高めてい

くことです。そのために、個別指導、尐人数指導、ＴＴ[※３]、グループ学習などの指導形態

や指導方法を工夫し、個を大切にした指導を行います。一人一人の能力や適性に応じた教育を

通して、子どもたちに確かな学力を身に付け、自己実現に向かって粘り強く努力しようとする

気持ちを育てます。 

 

 

 

 

※１ 主体的・対話的で深い学び 

   教員による一方的な講義形式ではなく、 学習者の主体的な参加を取り入れた教授・学習法の総称。 

※２ ＩＣＴリテラシー 

   情報通信技術を使いこなす能力。体験やメディアを通じて得られる大量の情報の中から必要なものを探し出し、

課題に即して組み合わせたり加工したりして、意思決定したり結果を表現したりする基礎的な知識や技能。 

※３ ＴＴ 

チーム・ティーチング（team teaching）の略。複数の教員が役割を分担し、協力し合いながら指導計画を立

て、指導する方式のこと。 

 

 

【具体的な事業】 

 ・ＩＣＴ教育環境の整備<P29 資料 6> 

・ＩＣＴ機器を活用した協働学習の展開 

・情報モラル教育の推進 
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また、本市では、スクールライフサポーター[※１]、通常学級特別支援員[※２]、特別支援学

級補助員[※３]など市独自で各種支援員を手厚く配置し<P29 資料７>、きめ細かな指導ができる体

制づくりに取り組んできましたが、今後も保護者や子どものニーズに応じた教育の充実を図り

ます。 

   

 

 

 

 (4) キャリア教育の推進 

キャリア教育は、子どもたちの自分らしい生き方・夢の実現に向け、社会的職業的自立に必

要な能力や態度の育成を目標とするものです。そして、社会の中で自分の役割を果たしながら、

自分らしい生き方を実現していく過程を経ることで、進路の選択・決定にとどまらず、将来、

自立し、時代の変化に力強くかつ柔軟に対応していくことができる幅広い能力を身に付けるこ

とを目指すものです。そのために必要となるのは、学んだ知識や体験の量だけではなく、それ

らを結び付けて生活の中に活かし、決まった答えのない問題を解決していける力です。そして、

その力は、知識や経験などを総合する学びによって身に付けていくものです。発達段階に応じ

たカリキュラムの中で職業や勤労について理解し、自分の生き方を考え、将来に向けての見通

しをもつ子どもたちを育てるために、市内各企業の協力も得ながら、子どもたちが社会人・職

業人として自立できるよう取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ スクールライフサポーター 

   小学校低学年(1～3 年)の児童を対象に、児童の抱える丌安やストレス等の緩和に向けた相談活動や学校生活全

般の支援活動を行うために配置している支援員。(平成 28 年度 21 人配置) 

※２ 通常学級特別支援員 

   小学校高学年(4～6 年)の通常学級に在籍している児童のうち、特に支援を必要とする児童を対象に、抱える丌

安やストレス等の緩和に向けた相談活動や学校生活全般の支援を行う(平成 28 年度 10 人配置) 

※３ 特別支援学級補助員 

   小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒を対象として、児童生徒の悩み、丌安、ストレス等を和らげるよ

うに学校生活全般の支援活動を行うために配置している支援員。(平成 28 年度 20 人配置) 

※４ ２分の１成人式 

成人の 2 分の 1 の年齢である 10 歳を迎えたことを記念して行われる行事。学校で行われる場合には、小学校

4 年生を対象に 1～2 月に開催することが多い。 

【具体的な事業】 

・発達段階に応じたキャリア教育  ・中学校職場体験活動事業 

・進路指導事業          ・２分の１成人式[※４] 

【具体的な事業】 

・尐人数指導  ・スクールライフサポーター等の支援員の配置 
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(5) 経済的困窮児童生徒への支援の充実 

厳しい経済状況が続く中、経済格差が教育格差につながり、教育格差が学びの力や進路選択

に影響を及ぼして、更なる経済格差を生むという現実があります。経済的な問題を抱える子ど

もであっても、その希望する教育を受けて、他の子どもと同じ社会参加のスタートラインにつ

くことができるようにすることは、社会の責務であると言えます。 

本市においても、要保護児童生徒と準要保護児童生徒の合計である就学援助対象者が小中学

生総数に占める割合は、平成２０年度と比較すると１００人以上増加し<P29 資料 8>、経済的理

由により学びたくても学べない子どもが存在し、こうした家庭への経済的な支援がより一層強

く求められる状況です。 

本市の未来を切り拓く子どもたちに必要な支援を行うために子どもたちが置かれている状

況をきめ細かく把握して、就学援助費の支給拡充や奨学金の支給による財政面での支援を進め

ます。また、地域の教育力を活用した学習支援の在り方についても検討し、学習面での支援を

充実します。 

 

 

 

 

 (6) 特別支援教育・教育支援の充実 

   特別支援教育は、障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援

するという視点に立ち、一人一人のもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服するた

め、適切な指導及び必要な支援を行うものです。そのためには、個々の教育的ニーズに応じた

きめ細かな対応が求められます。 

本市における特別な支援が必要な児童生徒数は、通常学級に在籍する配慮が必要な児童生徒

数と共に年々増加傾向にあります。また、特別支援学級は小学校に２９学級、中学校に１０学級、

通級指導教室が小学校に３教室が設置されており(平成２８年度)、特別支援学級の一人設置を推

進してきたこともあり、年々増加傾向にあります。<P30 資料 9> 

本市では特別支援学級補助員や通常学級特別支援員など独自の人的配置を積極的に進めて

きました。また、個別の教育支援計画[※１]も近隣市町に先がけて作成するなど、特別支援教

育の推進に熱心に取り組んできました。 

今後も、支援を必要とする子どもの状態に応じた学習環境の整備、教職員の指導力の向上を

図り、支援体制を充実します。 

 

 

 

 

 

※１ 個別の教育支援計画 

   障がいのある児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考えの

下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な支援を行うことを目的として作成さ

れる。支援の必要な児童生徒一人一人のニーズを適切に把握し、支援目標を明確にして、学校や保護者、関係

機関との共通理解を図り、連携しながら生涯をとおして一貫した支援を行っていくためのツールとして活用さ

れる。 

【具体的な事業】 

 ・就学援助費の支給拡充     ・奨学金の支給   

・学習支援 * 

【具体的な事業】 

・教育支援体制の充実  ・個別の教育支援計画「すくすく」の活用 

 ・特別支援教育展（わくわく展）の開催 

 ・特別支援学級補助員の配置  ・通常学級特別支援員の配置 
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 (7) 多文化共生社会の実現に向けた教育の推進 

社会の国際化への動きは、本市においてもその速度を増しており、尐子化に伴う労働力不足

の進行と共に、外国人の市民が増加することが予想されます。また、現在、転入している外国

人の市民は定住化する傾向が進んでおり、今後も増加傾向が続くと考えられています。このよ

うな状況の中、日本語指導をはじめ様々なサポートが求められており、多文化共生社会の実現

に向けた教育を一層推進していく必要があります。<P30 資料 10> 

また、それぞれに違う文化や習慣をお互いに理解し、尊重していく多文化共生の視点に立ち、

自らの考えをしっかりと相手に伝えるコミュニケーション能力を育てていくことも大切です。 

中学生対象に行っている海外派遣事業は、姉妹都市であるポートフィリップ市との交流を通

じて、国際感覚のある、心豊かな生徒の育成を目指すものです。 

また、小学生を対象に行っている都市間交流事業は、友好都市である遠野市との交流を通じ

て、異なった土地の自然、文化、伝統に触れることにより、心の豊かさを育み、今暮らしてい

る大府市への理解を一層深める絶好の機会です。 

さらに、平成３２年度からの小学校中学年での外国語活動実施や高学年での教科化に向けて英

語によるコミュニケーション能力を高めるため、外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用し、担任や

専科教員と連携した指導体制により、外国文化や生活習慣を理解させ、国際理解教育を推進し

ます。 

新たに編入してきた外国籍児童生徒に対しては、就学前後の支援を中心に取り組んでいきま

す。学校で困らないための支援として、日本語母語指導員を派遣したり、外国語への翻訳文書

作成の支援を進めたりします。また、関係課と連携しながら、学校が必要とする外国語の指導

員を拡充させ、学習支援を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 健康・体力づくりの推進 

 (1) 健康づくり教育の推進 

   健康は人が自己実現を図るための根幹であるとともに、社会の活力を生み出すのに欠くこと

のできない資源と言えます。しかし、社会の変化に伴い、大人や子どもを取り巻く環境にも変

化が生じ、不適切な生活習慣が原因となる生活習慣病が社会的に大きな課題となっています。

適切な生活習慣の素地をつくるためには小中学生の時期が大切であり、家庭と連携しながら、

教育活動を通して「健康観」の育成や「健康であるための行動」の基礎を培うことが求められ

ます。 

   全国調査で「朝食を毎日食べていますか」の問いに対して「あてはまる」「どちらかといえ

ばあてはまる」と答えた割合は、全国平均が小学５年生９５．４％、中学３年生９３．３％に対して、

本市は小学生が９６．４％、中学生が９５．７％でした。<P28 資料 2> 

【具体的な事業】 

 ・中学生海外派遣事業    ・小学生都市間交流事業   

・外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置  ・国際理解教育の推進 

・日本語指導員の派遣   ・外国人児童生徒のための翻訳文書作成 

・外国人児童生徒の就学への支援 *  ・日本語教室 * 
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また、歯科検診による「う歯被患率」は、全国平均が小学５年生５１．２％、中学２年生３９．６％

に対して、本市は小学生が４５．８％、中学生が２０．２％で、フッ化物洗口の成果が表れています。

< P30 資料１1>  

こうした実態調査の結果も活用しつつ、大府市の子どもたちの優れている点や強化したい点

を明らかにしながら、子どもたちが自分の健康に関心をもち、進んで健康づくりに励んでいけ

るような「健康都市おおぶ」にふさわしい健康教育を推進します。<P32 資料参照> 

 

 

 

 

  

 

(2) 体力づくりの推進 

現在、スポーツに親しむ子とそうでない子の二極化や外遊びの減尐が問題となっています。 

「平成２７年度全国体力・運動能力調査結果」の体力合計点を見ると、本市の中学２年生の男

女と小学５年生の男子は全国平均以上ですが、小学５年生の女子は全国平均に届いていません。

<P31 資料 12> 

体力低下の原因は、運動する経験の不足が考えられます。そこで、部活動を含め、学校での

運動経験が一層大切になってきていると言えます。学校体育においては、運動する楽しみや喜

びを味わわせることにより、生涯にわたって、運動に親しむ資質や能力を育てる必要がありま

す。そのため、学習指導要領の趣旨を活かした指導計画を作成するとともに、教員の指導力を

向上させ、できたという実感が味わえる授業実践に努めます。 

さらに、家庭や関係課・市内の大学とも連携し、子どもの体力の維持向上を図り、体力づく

りを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 食育の推進 

栄養バランスのとれた食生活は健康維持に欠かせないものです。しかし、近年、ライフスタ

イルの変化に伴って、食の簡便化、外食産業の増加等、食を取り巻く環境が大きく変化してい

ます。こうした背景の中、食品の安全性、伝統的な食文化や地域の産物等を理解し、望ましい

食習慣を身に付け、食を大切にする心を育むことが必要です。 

中でも、学校給食は、食育推進の中心的な役割を果たしています。本市は知多５市５町で、

唯一の自校調理方式を採用しています。利点は、良質で美味しい給食の提供や食物アレルギー

に対応した除去食等、きめ細かな対応を継続して行えることです。今後も、学校給食の充実に

努めていきます。 

【具体的な事業】 

・健康賞の授不 ・フッ化物洗口 ・良い歯の子表彰 

・健康づくりチャレンジの実施 * ・学校保健会との連携 

 

【具体的な事業】 

・体力･運動能力調査の実施･分析･対応   ・部活動指導事業 

・小学校陸上競技大会  ・中学校部活動への指導者派遣 

・大府市スポーツ推進計画の実践 * 
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また、学校においては給食を生きた教材として望ましい食行動がとれるように指導するとと

もに、学級活動、家庭科などで栄養教諭と担任でＴＴによる食育の指導を計画的に行うなど「大

府市小中学校食育推進の指針」に基づき、食育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 社会に貢献しようとする態度の育成 

 (1) 郷土を愛する心の育成 

全国調査によると、「今住んでいる地域の行事に参加していますか」の問いに、「あてはまる」

と「どちらかといえばあてはまる」を合わせた数字は、全国の平均は小学６年生６７．９％、中

学３年生４５．２％に対して本市の小学生は７２．９％、中学生は５１．８％と、地域と関わりをもつ子

どもは多いことがうかがわれます。ところが「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心

がありますか」の問いに対して肯定的に答えたのは全国平均は小学６年生７０．６％、中学３年

生６５．８％に対して、本市は小学生６９．８％、中学生６１．９％でした。地域行事に参加するだけ

でなく、大人とのコミュニケーションを通して様々な課題に気付いたり、学校教育活動で大府

市の良さを学んだりして、郷土を愛し、関わりをもとうとする意欲を育てることが大切で、引

き続き地域と連携した取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 青尐年健全育成の推進 

次代を担う青尐年が、健やかでたくましく、のびのびと育つことは、すべての人々の願いで

あり、本市の将来都市像「みんな輝き 幸せ感じる 健康都市」の実現を図るうえで重要な課

題です。幼年期・尐年期を経て成長する青尐年の自立の意欲を支え、生き生きと活動できるよ

うに支援するには、家庭・地域・学校が互いに連携しながら、責任をもってそれぞれの役割を

果たしていく必要があります。 

青尐年にとっては、家庭や地域の人との触れ合いが多ければ多いほど生活の充足感は強く、

青尐年に期待している思いやりの心や行動力、協調性などは、学校生活だけでなく、家庭や地

域の人との触れ合いの中で培われていきます。青尐年の健全育成に係る教育の基盤は家庭にあ

ること、ならびに地域社会にはこの親の責務を支援する役割が期待されていることを強く認識

【具体的な事業】 

 ・自校調理方式による給食提供     ・学校給食懇談会開催  

・大府市小中学校食育推進の指針実践  ・給食教室開催 

・計画的な給食室増改築        ・給食調理員研修 

・食物アレルギー対応給食調理員の配置 

・こども料理コンクール「ビストロおぶちゃん」の実施 * 

【具体的な事業】 

・小中学生ボランティアの地域行事参加  

・世代間交流事業の推進(寿大学等) *  ・こどものまちの開催 * 

・総合的な学習における外部講師の活用  ・主権者教育の推進 
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し、関係する組織や団体、個人がそれぞれの立場で責任を果たしつつ、相互に協力し合うこと

が重要です。本市では、青尐年の問題行動の未然防止や児童虐待を防止するために、非行防止

対策、不登校の未然防止対策、教育相談など様々な施策を関係課と連携しながら推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 防災・安全教育の推進 

学校における安全教育の目標は、日常生活全般における安全確保のために必要な事項を実践

的に理解し、自他の生命尊重を基盤として、生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うととも

に、進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献できるような資質や能力を育てることです。 

これまでも、学校においては安全管理・組織について体制を整備するとともに、安全教育の

充実に向け取り組んできましたが、学校や通学路で不審者により子どもたちに危害が加えられ

る事件や交通事故は毎年のように発生しています。また、東日本大震災や熊本地震の甚大な被

害は記憶に新しいところです。さらに、台風や大雨による土砂災害等も毎年のように発生して

います。このような中、今後も事件・事故・災害の発生が危惧されており、子どもたちへの安

全教育の重要性が高まっています。 

このため、学校では生活安全・交通安全・災害安全など多岐にわたる安全教育を計画的に行

い、子どもたちが自他の生命尊重を基盤として、自ら安全に行動し、他の人や社会の安全に貢

献できる資質や能力を育成することが必要で、関係課と連携して安全教育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 (4) 環境教育の推進 

温暖化や自然破壊など地球環境の悪化が深刻化し、環境問題への対応が人類の生存と繁栄に

とって緊急かつ重要な課題となっています。豊かな自然環境を守り、未来に引き継いでいくた

めには、エネルギーの効率的な利用など環境への負荷が尐なく持続可能な社会を構築すること

が大切です。そのために、国民が様々な機会を通じて環境問題について学習し、自主的・積極

的に環境保全活動に取り組んでいくことが求められており、特に２１世紀を担う子どもたちへの

環境教育は重要です。 

 

※１ くちなし便り 

共働きで昼間の家庭教育講座に出席しにくい親のために、宅配というスタイルをとった家庭教育支援の取組。 

昭和６１年にスタートした。 
※２ 交通安全子供自転車大会 

全日本交通安全協会､警察庁が主催し、児童生徒の自転車事故防止活動の一環として、昭和 41 年から行われてお

【具体的な事業】 

・放課後児童健全育成事業 * <P32 資料 14> 

・生徒指導推進事業     ・青尐年健全育成 * 

・大府市青尐年問題協議会及び各専門部会との連携 

・「くちなし便り[※１]」による家庭教育支援 * 

  

【具体的な事業】 

・交通安全教室 *    ・交通安全子供自転車大会[※２]参加 * 

・防災講演会 *         

・地域防災スクール事業（ぼうさいスクール・ぼうさい体験ラリー）* 

・地域総ぐるみ防災訓練への中学生参加 
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☆命を大切にします          

☆思いやりのある行動をとります 

☆お互いの良さを認め合います     

☆夢や希望をもちます 

☆自ら学びます            

☆健康づくりに努めます 

☆より良い生活習慣を身につけます   

☆ルールを守ります 

☆マナーを身につけます        

☆あいさつで心豊かに過ごします 

り、本市では毎年小学校１校がこの愛知県大会に出場している。  

環境教育は知識の習得にとどまらず、地域の身近な問題に目を向けた内容を取り上げ、身近

な活動から学習を始めることが有効です。また、環境保全のための取組は、食べ物を残さない

ことやごみの分別・リサイクルなど日常生活の中でも意識的に行うことが求められています。

家庭や地域社会と積極的に連携し、学校で学んだことを家庭や地域社会での生活に活かすこと

ができるよう配慮しながら環境教育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

５ 幼保児小中連携教育（きらきら教育）の推進 

(1) 幼稚園・保育園・児童（老人福祉）センター・小中学校の連携充実 

  幼児期から小学校、小学校から中学校への移行にあたって、子どもたちの成長・発達は連続

しているにもかかわらず、指導者の認識のずれや指導方法・生活リズムの変化などにより、子

どもにとっては大きな段差に感じられることが多くあります。そこで、幼保→小→中の接続が

子どもたちにとってスムーズな、段差のない教育が求められます。 

  また、市内の幼稚園・保育園・児童（老人福祉）セン

ター・小中学校が共通の願いをもち、その実現のために

同じ方向を向いて進んでいくことも重要です。この共通

の方向をまとめたものが大府市幼保児小中連携教育の

指針「きらきら」です。これからは、この「きらきら」

を一層強く意識した同一方向の教育を進めていかなく

てはなりません。 

  さらに、発達段階に応じて知・徳・体をバランスよく

身に付けさせることも求められます。「きらきら」には、

礼儀、姿勢、生活習慣、聞く・話す・書くなどについて、

各段階で身につけさせたい力を系統的にまとめてあり

ます。これを学校・園がきちんと共通理解をし、同一歩調の指導に当たることが大切です。 

  段差がなく、同一方向を向き、同一歩調の教育を進めるため、幼稚園・保育園・児童（老人

福祉）センター・小中学校の、一層の連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な事業】 

・環境学習出前講座 *      ・地域清掃活動参加 

・児童農業体験活動 *      ・小中学校野外活動 

・ＦＢＣ（フラワーブラボーコンクール）活動【東山小・共和西小・石ヶ瀬小】 

【具体的な事業】 

 ・幼保児小中連絡会議     ・中学校区幼保児小中連携委員会 

・市内一斉あいさつ運動    ・園児、児童・生徒の交流活動促進 

・授業参観等を通した教職員の交流促進  ・あいさつ運動の励行 * 

・「幼保児小中連携教育の指針」（きらきら）の見直し 
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(2) 保護者や地域との協働 

  きらきら教育を進めるのは学校・園だけではありません。家族や地域の大人たちとのふれあ

い、あいさつの励行、ルールやマナーの定着など、保護者や地域との協働が求められる内容は

多くあります。きらきら教育を推進していくための啓発や連携のあり方を保護者や地域と協議

し、実効性のある連携を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 教育環境の充実 

 (1) 特色ある学校づくり 

それぞれの学校には、長い時間をかけて醸成されたその学校独自の文化とも言える校風があ

ります。その校風は、時代の要請に応えながら改定を重ねてきた学習指導要領を核として、そ

の学校に赴任した歴代の教職員と、学校を支えてきた地域住民や保護者、児童生徒によって築

かれてきたものです。そのため、この校風は地域住民や保護者の誇りであるとともに、地域か

ら期待される学校像でもあります。学校はその期待を具現化することが特色ある学校づくりの

第一歩であることを認識し、その実現に取り組んでいくことが大切です。そのために、校風と

なっている学校文化を基盤として子どもたち一人一人を大切にした創意工夫に富んだ教育活

動を構築し、教職員の総力を結集して、地域住民や保護者の期待に応えていきます。 

   また、特色ある学校づくりを推進していくために、学校の教育活動の様子を広く保護者や地

域住民に知らせるとともに、保護者や地域住民との信頼関係に立脚した連携を進め、多様な主

体との合意形成と参画をもとに教育活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 安心・安全な学校づくり 

子どもたちにとっては安心して学校生活を送ることができ、保護者にとっては安心して子ど

もを通わせることのできる学校にすることは学校経営の基本です。そのために、まず安全な教

育環境を実現することに注力します。登下校を含めて子どもたちが安全な学校生活を送るため

に、いかなる事件や事故、災害に対しても「想定外」を理由とすることなく、地域や関係機関

と連携を図りながら、事件や事故、災害被害を未然に防ぐことに全力を注ぎます。 

   その一方で、事件や事故、災害から身を守ることの重要性を子どもたち一人ひとりが理解し、

【具体的な事業】 

 ・学校評価の活用  ・学校評議員制度の実施 

・ホームページや学校だよりによる教育活動の発信 

・研究指定推進事業 

【具体的な事業】 

・義務教育推進協議会による検討  ・きらきらチャレンジ推進 

・きらきら教育の啓発       ・ＰＴＡ活動との連携 

・地域ネットワーク会議      ・家庭教育講座 * 

: 
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避難訓練や不審者対応訓練などの訓練を通して実践する力を高める必要もあります。そして、

実践的な訓練と特別活動等における安全教育を有機的に結び付け、子どもたちが災害や不審者

に遭遇したとき、自ら考えて行動することで、自分の安全を守ることができる力を身に付けさ

せます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 教育施設・環境の整備 

児童生徒数の今後の推移を見極め、施設設備の充実と老朽化対策を適宜進めます。大規模校 

では特別教室の学級あたりの利用回数が尐なくなるなど、学校規模による教育の差が見られま

す。また、建設から長年経過した校舎を使っている学校では、施設や設備が老朽化して使いに

くかったり、危険であったりして、学校の施設設備による教育の差が見られます。義務教育の

基本原則である教育の平等を実現し、様々な教育の差を解消することは、教育行政として喫緊

の課題です。また、インクルーシブ教育[※１]の推進に当たり、エレベーターや多目的トイレ

の設置など、障がいのある子どもが安全で快適な学校生活を送ることができるような整備を進

め、学校におけるバリアフリー化を推進していきます。 

また、学校の体育館が災害時の避難所となることを想定し、関係部局と調整しながら、避難

所としての機能を高め、大勢の避難者の生活に支障をきたさないように施設を整備していきま

す。具体的には、現在あるトイレの整備を進める一方、避難者の中に高齢者や障がい者がいる

ことを想定して、多目的トイレの設置などのバリアフリー化を検討します。体育館は夜間や休

日に社会体育の場として利用されているため、いつ災害が起きてもその場にいる人の安全を確

保し、速やかな避難所開設ができるように関係部局と連携して整備を進めます。 

 

 

 

 

 (4) 教職員の資質向上 

いじめや不登校、特別な教育支援が必要な児童生徒の増加など、子どもたちを取り巻く環境

は今までに増して複雑化・深刻化しています。また、家庭に起因する問題への対処や地域活動

に関連した教育の推進など、学校に求められる役割は次第に拡大されています。さらに学習指

導要領改訂のたびに教育の質的充実が叫ばれ、学校及び教職員には常に新たな教育課題への対

応が求められています。 

 

※１ インクルーシブ教育 

障がいのある者とない者が共に学ぶことを通して、共生社会の実現に貢献しようという考え方 

 

【具体的な事業】 

 ・学校危機管理マニュアルの見直し ・学校メルマガによる情報提供 

・学校防災体制の整備  ・災害対策支部総点検 * 

・校区安全マップの作成  ・交通指導員の配置 * 

・地震・風水害など災害に対する避難訓練 

・養護教諭補助員の配置   

【具体的な事業】 

 ・計画的な学校施設整備  ・緑の基本計画の推進 * 
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このような現状に対応するために、教職員個々の指導力を向上させることはもとより、教職

員組織としての指導力を高め、チーム学校としての教育力を充実させることが重要です。教育

課程の推進や児童生徒の指導に当たっては、学校が組織として機能することで、児童生徒一人

一人の教育を充実させることが求められています。そのために、温かい人間関係を前提とした

機動性のある教職員集団の育成を目指し、教職員一人一人が自己研鑽に努めるとともに、その

能力を発揮できる職場環境の実現を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 (5) 教職員の多忙化解消支援 

子どもたちに質の高い教育を提供するためには、教員が学習指導要領に記された内容の指導

に専念し、余裕をもって事前の準備や事後の振り返りをすることが大切です。その一方、国際

調査からは、日本の教職員が勤務時間外にする仕事の多さが浮き彫りになっています。この課

題の解決に向けて、教員が児童生徒にしっかりと向き合い、一人一人の成長を支援することが

できるように教職員を取り巻く環境整備を進めていきます。 

具体的には、教育委員会や各学校が行っている会議や調査、研修などを見直し、重複してい

ることや他で代用できることを精査することを繰り返して、勤務時間を有効に活用できる取組

を進めます。また、児童生徒の指導に当たっては、教員を支援する多様なスタッフの確保を進

め、個々の教員が余裕をもって授業やその他の指導ができるようにすることで、児童生徒によ

りよい教育が提供できるように努めます。さらに、学校事務の共同実施を一層進めるとともに

校務分掌の見直しや担当の割当を検討し、教員が抱える業務を分散、平準化するように注力し

ます。 

その一方で、教職員の意識改革を進め、効率的で計画的な仕事をすることの重要性を浸透さ

せていきます。管理職による日常的な指導と合わせて面談などの機会を活用して、自分の仕事

の仕方を振り返る場を設け、教職員が心身共に健康で職務に専念できる職場の実現に努めます。 

 

 

 

 

 

                     

【具体的な事業】 

 ・今日的課題に対する教員研修の充実  ・現職教育事業   

・教育研究発表会           ・大府市教職員研修事業 

・主体的･対話的で深い学びを目指した授業改善 

【具体的な事業】 

 ・教職員安全衛生委員会の開催  ・学校産業医による巡回指導 

・教職員メンタルヘルス相談   ・教職員ストレスチェック 

・地域ボランティアやＮＰＯなどによる学校支援 
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１ 計画の推進にあたって 

 (1) 進捗状況の把握 

   本計画の推進のために実施する施策については、定期的な点検とその結果のフィードバック

による進行管理を毎年度行います。本計画の進行管理にあたっては、成果目標やそれに関連す

る指標を設定し、義務教育推進協議会においても取組の経過を報告し、委員の意見を次年度の

改善策につなげながら目標の達成を目指します。 

本市では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条[※１]の規定に基づき、教育委  

員会の権限に属する事務について、外部評価委員による「教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価」を行っています。その点検・評価の結果については教育委員会のホーム

ページを通して公表します。 

児童生徒の健やかな成長を育む取組は、教育委員会のみならず、子育て、地域づくり、福祉、

環境など様々な分野を所管する他の部局においても行われます。より効果的で連携の取れた取

組が可能となるよう、関係部局と共に相互の連携を密にした進捗状況の把握を行います。 

 

 (2) 目標値の考え方 

６つの施策の方向性の下、すべての施策に成果指標を設定し目標値を定めました。第５次大

府市総合計画及び平成２８年度を計画の最終年度とする第１次大府市教育基本計画に成果指

標が掲げられている施策については、その目標値が未達成なものについては同目標値を引き継

ぎ、達成しているものについてはその達成状況を分析し、さらに高い目標値を設定しています。 

 

 (3) 計画の見直し 

   現代における社会経済状況の変化はめまぐるしいものがあり、教育を取り巻く課題も日々変

化しています。その結果、教育に対する市民のニーズも多様化することが予想されます。その

ため、計画期間中に状況の変化や、新たに対応すべき課題が生じた場合は、必要に応じて計画

内容の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第 27 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第 1 項の規定により教育長に委任された事務その

他教育長の権限に属する事務(同条第 3 項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の

管理及び執行について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとと

もに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うにあたっては、教育に関し学識経験を有する者の知見を活用す

るものとする。 

 

第４章 計画の進行管理 



現状値 目標値

(平２８) (平３２)

小学生 75.6% 85.0%

中学生 73.4% 85.0%

小学生 80.1% 90.0%

中学生 85.9% 90.0%

小学生 96.5% 100.0%

中学生 91.5% 100.0%

小学生 ※0.57% 0.25%

中学生 ※3.58% 2.5%

現状値 目標値

(平２８) (平３２)

小学6年生 1／4 4／4

中学3年生 3／4 4／4

小学校 ※380 600

中学校 ※158 250

小学生 ※89.8% 95.0%

中学生 ※79.4% 90.0%

小学生 ※85.8% 95.0%

中学生 ※74.8% 80.0%

現状値 目標値

(平２８) (平３２)

小学生 5.3% 4.5%

中学生 7.5% 5.5%

小学5年男 4／8 8／8

小学5年女 2／8 8／8

中学2年男 5／8 8／8

中学2年女 3／8 8／8

小学生 ※0.48% 0.0%

中学生 ※0.24% 0.0%

130
千円

☆健康教育・体力づくりの推進

52人 増員

70.0% 80.0%

小中学校
10,490
　　時間

２　成果指標の設定
現状値（平28）の※印は、平成27年度実績

施　　　　策 成　　果　　指　　標 評価対象

☆命を大切にする豊かな心の育成

施　　　　策 成　　果　　指　　標 評価対象

命の大切さを実感させる教育の推
進

「自分には良いところがある」と回答した児童生徒
の割合

いじめ・不登校・虐待への対応 不登校率

☆個に応じた教育の推進

施　　　　策 成　　果　　指　　標 評価対象

個を大切にした教育の充実 「学校の授業がわかる」と回答した児童生徒の割合

特別支援教育・教育支援の充実
特別支援学級補助員などの支援員の人数
（学校の要望に応じて適正配置）

英語検定３級以上の合格率 中学生

多文化共生社会の実現に向けた
教育の推進

確かな学力の育成
全国学力・学習状況調査で全国平均点に達してい
る科目数

英語指導助手(ＡＬＴ)の派遣時間数

キャリア教育の推進
「将来の夢や目標をもっている」と回答した児童生
徒の割合

経済的困窮児童生徒への支援の
充実

奨学基金寄附金 200
千円

　17,290
　　時間

健康づくり教育の推進 肥満度２０％以上の児童生徒の割合

食育の推進 給食残食率(各年度の3月の残食率)

体力づくりの推進
体力運動能力テストで全国平均値に達している種
目数

道徳教育の推進

人権教育の推進

「人が困っているところを見かけたら、助けてあげ
る」と回答した児童生徒の割合

「いじめはどんな理由がってもいけないことだと思
う」と回答した児童生徒の割合

ＩＣＴ教育の推進 ICT機器を活用した実践事例数
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現状値 目標値

(平２８) (平３２)

小学生 69.8% 80.0%

中学生 61.9% 80.0%

小学生 ※92.0% 95.0%

中学生 ※94.0% 95.0%

小学生 ※11.9% 10.0%

中学生 ※17.4% 15.0%

小学生 ― 80.0%

中学生 ― 80.0%

現状値 目標値

(平２８) (平３２)

小学生 ※64.0% 90.0%

中学生 ※39.1% 90.0%

現状値 目標値

(平２８) (平３２)

保護者(小) 88.5% 95.0%

保護者(中) 89.7% 95.0%

小学校 1,996人 2,200人

中学校 561人 700人

教員(小) 75.2% 90.0%

教員(中) 63.1% 90.0%

教職員(小) 10.1% 5.0%

教職員(中) 89.7% 80.0%

保護者 ※91.0% 95.0%

幼稚園・保育園・児童（老人福祉）
センター・小中学校の連携充実

きらきらチャレンジの参加率

保護者や地域との協働
「学校は積極的に家庭や地域との連携・協力に努
めている」と回答した保護者の割合

評価対象

☆幼保児小中連携教育の推進

施　　　　策 成　　果　　指　　標

青尐年健全育成の推進
「いつも社会のルールやマナーを守っている」と回
答した児童生徒の割合

☆社会に貢献しようとする態度の育成

施　　　　策 成　　果　　指　　標 評価対象

教職員の多忙化解消支援
１ヶ月あたりの時間外勤務の時間数が80時間を超
える教職員の割合

郷土を愛する心の育成
「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心
がある」と回答した児童生徒の割合

☆教育環境の充実

施　　　　策 成　　果　　指　　標 評価対象

教職員の資質向上

学習に対する児童生徒の興味・関心を高めるため
に「タブレットや電子黒板等を活用して資料等を効
果的に提示することができる」と回答した教職員の
割合

防災・安全教育の推進 日本スポーツ振興センターの申請件数の割合

安心・安全な学校づくり
地域のボランティアによる学校内外の巡回参加人
数

特色ある学校づくり
「学校は、特色ある学校づくりを行っている思う」と
回答した保護者の割合

環境教育の推進
「環境問題について日頃から意識している」と答え
た児童生徒の割合
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